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○玉置委員長
　次に、前原誠司君。

○前原委員
　前回に引き続いて、朝銀の問題について質問をさせていただきたいと思います。
　まず、警察に質問をいたします。
　先般、理事会へ提出をされた回答の中で、この内容について少し御説明をいただく意味で質問をしたいんですが、
回答の中で「本件捜査の結果、当該横領金の一部が朝鮮総連側の使途に充てられていた事実が明らかになってい
る。」と書かれています。これをひもとくとどういうことかということなんですが、つまりは、例えば、康永官総連
元財政局長の個人の犯罪ではなくて、総連という組織のために行った犯罪と考えていいのか、そのことについて、警
察、御答弁ください。

○金高政府参考人
　昨年十一月、警視庁において検挙いたしました、元朝鮮総連財政局長らによります朝銀東京の資金約八億四千万円
の業務上横領事件につきましては、捜査の結果、被疑者らが個人的な目的のために犯行に及んだものではなく、朝鮮
総連の使途に充てるという目的で横領したものであるということが認められるところであります。

○前原委員
　今の答弁でも明らかになったように、個人の犯罪というよりは、先般から申し上げているように、総連という組織
のためにやった、つまりは、組織の命令がまだ解明をされていないということでありますが、いろいろな調査あるい
はヒアリングによって、総連の組織のためにやった可能性というものが極めて高いということであります。
　そこで、きょうは、今後の問題も含めて少し議論したいと思うのでありますが、まず、政府は朝鮮総連の資産とい
うものをどのように把握しているのか、その点についてお答えいただけますか。

○漆間政府参考人
　朝鮮総連は、その綱領等から見まして、北朝鮮と極めて密接な関係を有する団体でありまして、警察としては、公
共の安全と秩序の維持を図るという責務を果たす観点から、総連の資産状況について情報収集もしているところであ
ります。
　しかしながら、この情報収集の具体的な内容を申し上げることは、今後の警察活動に支障を及ぼすことになりかね
ませんので、答弁は控えさせていただきます。

○前原委員
　別の観点から質問したいと思います。
　関東興業という会社、これは資産を扱っていたと言った方がいいかもしれません。まだある程度資産を扱っている
かもしれませんが、かなり分散をさせた、散らしたということが言われております。関東興業という会社について認
識をしているか、また、これが朝鮮総連の資産管理を主に担っていたという認識はあるか、そのことについて御答弁
ください。

○漆間政府参考人
　関東興業につきましては、ある程度公になっている部分がございまして、朝鮮総連が傘下事業体としては公表して
おりませんけれども、関東興業という名称の企業が総連中央本部の土地及び建物を所有していたということは承知し
ております。
　ただ、当該土地及び建物は、平成十年に合名会社朝鮮中央会館管理会に所有権が移転されております。合名会社朝
鮮中央会館管理会は、平成十三年に合資会社朝鮮中央会館管理会に名称を変更されております。

○前原委員
　私がなぜこういう質問をするかということなんですが、従来から指摘をしているように、朝銀の破綻処理に今まで
六千二百三十一億円の税金が使われ、新たな四信組の平成十三年度三月時点での債務超過額というのが四千三百四十
七億円ということで、この処理というものを合わせると、村田副大臣も御答弁をされているように、一兆円を超える
税金が投入をされるということになります。
　それで、破綻をした朝銀に税金を入れるということの問題点と同時に、今後政府としてぜひ考えていただかなくて
はいけないのは、債権の回収ということであります。後で質問をしますけれども、個人に対して、つまりは税金投入
をしたその債権、要は穴埋めというものと同時に、これからいかに担保に入っていた不動産等々の売却等も含め債権
回収を行っていくかということが重要になっていくわけです。
　ということは、先ほど金高捜査第二課長がお答えになったように、個人の目的というよりは総連のためにそういう
犯罪を犯した、つまりは総連の組織としてこのような朝銀の焦げつきというものを起こしたということになれば、当
然ながら債権回収の矛先は朝鮮総連に向けなくてはいけないし、そしてその資産管理団体に向けなければいけないと
いうことになろうかと私は思うんですが、その点、村田副大臣、いかがですか。

○村田副大臣
　個々のケース、これはさまざまでございましょうから、そういう意味で、どういう回収を図るか、こういうことに
ついて一概に申し上げることは困難だと思いますけれども、一般論としてお答え申し上げれば、ＲＣＣは、譲り受け



た債権の回収に当たりましては、債務者と接触をするということなどいたしまして事実関係を正確に把握した上で、
債権の回収の極大化を図っていく、こういうことであろうかというふうに思っております。

○前原委員
　違う観点からもう一度同じ質問をしたいんですが、この朝銀の問題で明らかになっているのは、架空融資、それか
ら仮名口座あるいは借名口座ということであります。
　それで、ぼちぼち例として出始めているのが、自分がお金を借りていないのに名義だけ使われて、そしてＲＣＣか
ら債権が送られて、そしてその回収を図って、初めて、自分の名前が使われていた、勝手に使われていたと。そし
て、自分がお金を借りていないのに、自分のところに取り立てが来る、こういうケースが出始めているということを
聞いています。こういう場合はどうなんですか。
　つまりは、口座の名前を勝手に借りられた人にＲＣＣから請求が行く、取り立てが行くということについて、だれ
が払う義務があるのか。
　そして、先ほど申し上げたように、個人の犯罪というよりもむしろ組織ぐるみの犯罪となった場合に、では、トー
タルとしてだれがその債務を負担する、あるいは返していく義務を負うのか、その点について御答弁をいただきたい
と思います。

○村田副大臣
　前原委員が今具体例として挙げられたことにつきまして、具体例といいますかケースですよね、具体的なケースに
ついて御指摘がありましたけれども、私どもとして、その具体の今挙げられたようなケースが、実際上事実関係がい
かなるものかということについて把握して、ケース・バイ・ケースに適切に対応していくということに尽きるのでは
ないかというふうに思います。
　いずれにしましても、回収に当たりましては、個々のケースの態様に応じて的確な対応をＲＣＣでもとっていく、
こういうふうに思っております。

○前原委員
　質問は極めて簡単なんです。借名口座で勝手に朝銀から融資をされて、そして、自分はお金を借りていない、自分
の懐にも入っていない、それが勝手に、例えば引き出されて総連に持っていかれた、そしてその朝銀がつぶれた、そ
してＲＣＣに送られて、そしてＲＣＣからその借名口座人に債権の回収の取り立てが行ったと。だれがその責任を負
うのかという質問をしているわけです。

○村田副大臣
　これも、事実関係に応じて適切に対応すると言うしか、一般論というかケースなんですけれども、それに対して
個々具体的に、こういうような、だれに責任あるかということ、それについて今お答えすることは大変難しいのでは
ないかと思います。

○前原委員
　いや、全然難しくないんですよ。具体例が出始めているんです。つまりは、勝手に名義を使われて、ちょっと、
ちゃんとレクを受けておいてください。要は、勝手に名義を使われて、借りていないのに、取り立てがＲＣＣから来
るというケースが出始めているわけですよ。もっと簡単に聞きましょう。その人は、その取り立てに応じる義務があ
るのかないのか、どうですか。

○村田副大臣
　いや、今の御指摘とて、やはりその人が全く知らなかったのかどうかということも詰めていかなければわからな
い、こういうことなので、個々具体的なケースを詰めて、それによって適切な対応をする、こういうふうにしかお答
えできないのではないかと思います。

○前原委員
　では、一般論として答えてください。全く関係なかったということが明らかになった場合、だれが責任持つんです
か。

○村田副大臣
　全くその債務者が関係なかったという場合には、実態を解明して、真正な債務者へ追及する努力をしていくという
ことだと思います。

○前原委員
　ということは、借名口座人がみずから全く知らなかったということが証明された場合は、その借名口座人はＲＣＣ
からの取り立てに応ずる必要はないということですね。

○村田副大臣
　全くという程度にもよりますしね。要するに、名前を借りられたということをその債務者が全く知らなかったとい
うことが突きとめられるか、そういうことでありますが、それが全くないということになれば、責任がないというこ
とになるのは当然のことだと思います。

○前原委員
　では、その借名された人が全く関係がなかった、その場合は、さっき副大臣が御答弁になったように、真に金を借



りた人はだれか、どこに行ったのかというものを突き詰めて、ＲＣＣは債権の取り立てを行うんですね。

○村田副大臣
　可能な限りＲＣＣはそういうふうな取り立てを努力する、こういうことだと。

○前原委員
　そしたら、これは、金融庁のみならず政府全体として取り組まなきゃいけない話になるわけです。つまりは、先ほ
ど一番初めに捜査二課長がお答えになったように、個人の目的ではなかった、組織のためにお金が使われていたとい
うことが明らかになっているし、そしてその借名口座にしても、実際問題、総連に渡っていたと証言している方々も
多いわけですよ。となると、そのお金の回収というものは、借名口座人ではなくて、総連に向けられてしかるべき
じゃないですか。総連が組織でそういうものを行っているということになれば、総連に対してＲＣＣが債権の回収を
求めるということになるわけですよね。

○村田副大臣
　そういう可能性も否定できないというふうに思います。

○前原委員
　そのときに、先ほど警備局長がおっしゃった、朝鮮総連の資産の状況というものについては実態上明らかにできな
いということでありますが、ここは警備局長に御答弁いただきたいんですけれども、今村田副大臣がお答えになった
ように、朝鮮総連に対してＲＣＣから債権の回収の可能性はあるといった場合に、総連の資産というものの実態把握
を政府としてしておかなきゃいけない、そこのある程度の実態把握というか事実解明において警察が果たす能力も大
きいわけで、そのときには、金融庁あるいはＲＣＣに警察として協力してもらえますか。

○漆間政府参考人
　金融庁あるいはＲＣＣの方から要請があるという場合には、将来の警察活動にとって支障のない範囲内で協力をさ
せていただきます。

○前原委員
　村田副大臣に、今の件ではもう一度、確認のための答弁をいただきたいわけでありますけれども、今まで使った六
千三百二十一億円というお金も、債権回収によっていかに低減をしていくかということは必要だし、これから認可を
する方向性で動いておられる四つの信用組合の債務超過額も四千億円を超えている、全部で一兆円を超える。できる
限りこれについては回収していかなくてはいけない。
　総連の資産がどのぐらいあるかどうかは私もよくわかりません。わかりませんけれども、今警備局長が、金融庁あ
るいはＲＣＣから要請があれば、捜査に支障のない範囲で警察庁は協力をするということでありますので、これは徹
底的にやってもらいたい。つまりは、金融庁は、債権回収のために、警察に協力を求めながら真の債務者というもの
を突き詰めて、そして国民の税金負担をできるだけ軽減させるということで頑張るということをここで答弁をいただ
きたいと思います。

○村田副大臣
　ＲＣＣの使命として、債権回収に最大の努力をいたしたい、こういうふうに考えております。

○前原委員
　いや、ですから、その中に含まれているのかもしれませんが、私が申し上げた質問に的確にお答えください。
　警察の協力も得て朝鮮総連の資産というものを把握する中で、その可能性も含めて、しっかりと政府一体となっ
て、税金をより少なくするために努力をするかどうか、そういう御答弁をいただきたいわけです。

○村田副大臣
　今御発言があったようなことも踏まえて、最大限の努力をするということであります。

○前原委員
　お約束をされたわけですので、この点については厳しく今後も見させていただきたいと思いますので、また警察の
協力というものも、もしそういう要請があればお願いをしたいと思います。
　さて、先般議論をし、そして金融庁も再調査をするということで理事会に御報告をいただいた案件でありますけれ
ども、違った角度で質問をしたいと思います。
　ハナ、ミレ、京滋、兵庫ひまわりの各信組の理事長、常務理事で在日朝鮮人の方々がなっておられるケースがあり
ますが、この間の金融庁の話だと、その人たちは朝鮮総連の組織内あるいは学習組というものには所属をしていない
という、聞き取り調査の上でのお答えでありました。私がいろいろな方々に伺ったものとは違う回答だったので、こ
こで村田副大臣も、再調査の可能性も含めてという御答弁で、また理事会に再調査をお約束していただいたわけであ
ります。
　警察、公安調査庁に伺いたいと思います。
　この四つの信組の理事長、常務理事で、在日朝鮮人の方で、総連とのつながりがあるかないか、そのことについて
把握をしておられれば、それぞれお答えをいただきたいと思います。

○漆間政府参考人
　今お尋ねの理事長あるいは常務理事についてでございますが、その中には、過去において公刊物の中で自分の役職



を明らかにしているというケースもございます。そういう部分についてはもちろん、当然これは本人のプライバシー
の保護上も問題はありませんし、それは明らかにしているわけですからそれでいいわけですが、その人物は、現在は
もうその役職から離れております。
　それも含めまして、全体につきまして、これは情報収集活動によって我々は把握していかなきゃならない部分でご
ざいますので、したがいまして、今後の警察活動に支障が生じるということがありますので、個人のプライバシーの
保護ともあわせまして、お答えは差し控えさせていただきます。

○栃木政府参考人
　当庁といたしましても、朝鮮総連の活動につきましては、従来から重要な調査課題といたしまして調査を進めてい
るところでございます。
　御指摘の問題につきましても、その調査の一環として情報の収集に努めておりますが、これらの調査の結果や調査
の状況を公表いたしますことは、当庁の業務の遂行に支障が生じるおそれがございますので、答弁を差し控えさせて
いただきたいと思います。

○前原委員
　どういう捜査を行っておられるのか。プライバシーといっても、さっきから何度も申し上げているように、各信組
の新しい定款というものを決めて、その定款の中には、朝鮮総連に、いわゆる組織の人間としてかかわらない、ある
いは過去にそういう経験のない者をということなんですよね。もう一度、金融庁からもらったものを言いますと、
「朝銀信用組合、朝銀で構成される団体、在日本朝鮮人総連合会の役員経験者を役員としない」と。
　先ほど警備局長が、過去にそういう人がいたということは公表されているので、それはプライバシーの問題でも問
題がないということでありますが、村田副大臣、今の極めて冷たい答弁の中でも、この一つにはもう違反している
じゃないですか、定款違反。つまりは、過去にそういう役職について、今はそうじゃないと警備局長答えましたけれ
ども、この定款の中には「役員経験者を役員としない」ということですから、過去に役員だった人間も、新しい信用
組合の役員にしちゃいけないんですよ。この間副大臣が御答弁されたことについては、もう既に事実関係がほころび
が生じているじゃないですか。再調査をされるということですけれども、完全にもうそこで定款違反の問題が出てき
ているということです。
　ですから、今後の調査の問題も含めて、今警備局長の答えられたことからして、もう既に金融庁の言っていること
はうそだ、つまりは、調査結果については間違いがあったということは素直に認めてください。

○村田副大臣
　警察庁からの御答弁にもかかわらず、おっしゃった過去役員という者が、経験者という者がだれであって、どこの
新しい信組の役員についているのかということについて、はっきりとしたそういう御意見があった、御答弁があった
というふうには、私は今お伺いをしなかったわけでございますが。
　それにもかかわらず、この委員会での御指摘もございまして、私ども、設立の認可のときに審査をいたしました
が、新設の組合に対しまして、定款違反の事実がないかどうかにつきまして改めて報告を徴求する、こういうことに
したわけでございますが、これは四月の二日に各信組に対しまして報告を出した、こういうことだけを報告させてい
ただきたいというふうに思います。

○前原委員
　これは安保委員会でやる話じゃないかもしれません。予算委員会か財務金融委員会でやらなきゃいけないかもしれ
ませんが、やはり金融庁の監督責任というのはかなり大きいと私は思いますよ。
　つまりは、新たな四信組に、努力をされて定款まで盛り込んだ、しかし実際の運用については、先ほど警備局長の
答弁にもあったように、経験者がいたということがそれだけでも明らかになっているわけです。ということは、この
間副大臣が答弁をされた、定款違反というものはないということについては、もうほころびが生じているということ
ですよ。
　このことの責任問題については、私は留保をしておきます。ここで副大臣に問うても酷な部分もあるかもしれませ
ん。ここは総理あるいは金融担当大臣柳澤さんにしっかり問いかける中で、金融官庁としての責任問題というものは
絶対あるということを私はここではっきりと申し上げて、この問題追及は場所を移したいというふうに思います。
　先ほど申し上げたように、理事長、常務理事の背景についてもし教えてほしいということがあれば、私、ぜひそう
いう資料は私の知る限りで御提示をしますので、その点についてはしっかりと、警察も表に出せない話があるでしょ
うけれども、警察とも連携をしながらしっかりやっていただきたいというふうに思います。
　今度出すものについては、今の政治家のスキャンダルで前は間違っていましたということはもう許されない。次に
出す報告書は、一片の曇りもなく間違いのないものにするということを御宣言いただけますか。

○村田副大臣
　私どもとしては、今回の銀行法の準用に基づく報告の徴求というものが、これに違反した場合には一年以下の懲役
に処せられる、こういうことを踏んまえまして、報告を請求いたしました新設の各朝銀が正しい回答を出してくると
いうことを期待しているわけであります。

○前原委員
　この間の答弁で村田副大臣は、定款に抵触するような事態が出てきた場合は免許の取り消しを含めましてと、ここ
までおっしゃっているんですよ。だから、この重さはぜひしっかりと受けとめてくださいよ。つまり、個人を処罰し
たらいいということじゃないですよ。金融機関そのものの免許取り消しまで含めてということをおっしゃったんです
よ、この間。再答弁を。



○村田副大臣
　仮に、定款違反の事実が明らかになる場合には、協金法六条で準用いたします銀行法第二十七条によりまして役員
の解任命令あるいは組合の解散命令等の行政処分ができることになっております。

○前原委員
　厳しく調べた上で対処していただきたいと思います。
　それでは、次の質問に移らせていただきたいと思います。
　平時の自衛措置ということについてでございますが、これもきょうの理事会で、私の質問について政府の統一した
見解をお示しいただいたということでございます。武装工作員などが我が国に侵入する事態に自衛隊が対処する場合
の警職法を超える武器使用について、政府の統一見解をお聞かせいただきたいと思います。

○中谷国務大臣
　武装工作員や不審船が我が国に侵入するといった事態は、その事態が外部からの武力攻撃に該当すると判断され、
自衛隊法第七十六条により自衛隊に防衛出動を命じた場合であって、自衛権発動の三要件に該当するときは、自衛隊
法第八十八条の規定により、自衛権の発動として必要な武力を行使して対応することが憲法上可能である。
　他方、武装工作員等の侵入が、その態様等から外部からの武力攻撃に該当すると判断し得ない場合、我が国の公共
の秩序の維持の観点から、第一義的には警察機関が対処するものであるが、一般の警察力をもっては対処することが
できないようなときには、自衛隊法に定めるところにより、自衛隊に治安出動や海上警備行動を命じることができ
る。
　このように、自衛隊による治安出動や海上警備行動は、必ずしも警察官職務執行法により認められる範囲に限定を
されているわけではない。
　具体的には、治安出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、自衛隊法第八十九条の規定による警職法の準用により認め
られている権限のほか、自衛隊法第九十条の規定により、小銃、機関銃等の武器を所有した者による暴行、脅迫を鎮
圧するのに他に適当な手段がない場合などの一定の場合に武器の使用が認められている。
　また、海上警備行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、自衛隊法第九十三条第一項の規定による警職法第七条の準用
により認められる武器の使用のほか、自衛隊法第九十三条第三項の規定による海上保安庁法第二十条第二項の準用に
より、防衛庁長官が一定の要件に該当すると認めた場合には、船舶の進行を停止させるための武器の使用が認められ
ております。
　上記のような自衛隊法第九十条や第九十三条第三項により準用される海上保安庁法第二十条第二項による武器の使
用にあっては、その範囲内であれば、正当防衛または緊急避難等に該当しないような場合でも、人に危害を与え得る
ような形態での武器の使用が許容される。
　武装工作員等が我が国に侵入するといった事態が外部からの武力攻撃に該当するとは判断し得ない場合に、三及び
四で述べた警職法を超える武器使用を含めて、自衛隊が武力の行使に当たらない範囲で武器を使用することは、憲法
第九条との関係で問題を生じるものではなく、法律により可能である。
　以上です。

○前原委員
　今御答弁いただいた中で、少し細かい確認をさせていただきたいんですが、最後に長官が言われたところで、武装
工作員等が我が国に侵入するといった事態が外部からの武力攻撃に該当するとは判断し得ない場合に、三、四で述べ
た警職法を超える武器使用を含めて、自衛隊が武力の行使に当たらない範囲で武器を使用することは憲法九条の関係
で問題を生じるものではなく、法律により可能である、こういう御答弁でありました。
　ここで、じゃ実際これを部隊におろしていく場合に、実際に職務に当たる人たちにとって一番気になる点というの
は、武力行使というものはどういうレベルで、武器使用というのはどこまで可能なのか。つまりは、武器使用と武力
行使の境目というものはどこまで認められるのかというところが、現場の方々にとってはかなり重大な問題になると
思うんですが、そこについて御答弁をいただきたいと思います。違いについて。

○中谷国務大臣
　私見でございますけれども、武力の行使というのは、国家の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環とし
ての戦闘行為をいいます。また、武器使用というのは、武器を本来その用法に従って用いることでありまして、この
武力行使というのは、国家防衛のために国家のもとに行う行為でありますが、信号でいえば、赤、青、黄色というこ
とで、赤の段階だと思いますけれども、平常状態は警察権の行使ということで青の場合でありますが、黄色の場合に
やはりいきなり赤になるというのは、対応する側にとっても、国民を守るという観点からも非常に無理のあるような
事態であって、やはりその移行段階において武器の使用という観点で、いわゆる自然権的権利として、国家作用とし
ても、こういった段階的な移行の場合の武器使用ということは必要ではないかというふうに私は思っております。

○前原委員
　済みません、ちょっとよくわからなかったんですが。
　私の解釈を申し上げて、大臣でもあるいは官房長でも運用局長でもどなたでも結構です、御答弁いただければと思
いますが、つまりは、武力の行使というのは、自衛権発動という後が武力の行使であって、自衛権が発動される、つ
まりは防衛出動が下令するまでの間は必要な措置を講ずるということは武器使用に当たる、こういう判断で私はいい
のではないかと思うんですが、いかがですか。

○中谷国務大臣
　おっしゃるとおり、自衛隊が行う武力の行使というのは自衛権の行使ということでございますが、これに至る前の
段階の武器使用というのは、治安出動、警護出動、海警行動時などにおいて、自衛隊法で言う、準用する警職法七条



に基づく行為、また在外邦人の輸送やＰＫＯ、テロ対策特措法に基づく活動時などにおいて、いわば自己保存のため
の自然権的権利というべきものとして行っておりまして、いずれも自衛権行使としての武力の行使に当たるものでは
なく、また、憲法第九条で禁止されている武力の行使に当たるものではないという範囲での武器使用であるというふ
うに考えております。

○前原委員
　いずれにしても、もちろん法律にのっとってということでありますけれども、自衛権が発動される前の必要な措置
を行うことは武器使用に当たるということで、その部隊に対して、そしてそれをコントロールするＲＯＥを含めて、
しっかりとした体制をとっていただきたいというふうに思います。
　さて、次に質問させていただくのは、昨年の暮れの、奄美大島沖の武装工作船の話にかかわるわけでありますが、
いろいろなシミュレーションをやはり考えていかなくてはいけないと思います。例えば、日本の法律の網をかいく
ぐってくる可能性があるわけです。
　例えば、武装した可能性がある工作船が、我々は政府の公船である、公の船ですね、公船であるという主張をした
場合に、これは、軍艦とか公船というのは警察権が及ばないと私は理解しておりますけれども、どのように対処する
ことができるのですか。
　　　　〔委員長退席、末松委員長代理着席〕

○北原政府参考人
　御答弁申し上げます。
　今御指摘の点にかんがみまして、まず、自衛隊が行動する場合でございますけれども、海上警備行動が発令されて
私ども自衛隊が、我が国の領海にあります武装の可能性のある不審船に対しましてとり得る措置でございますけれど
も、これはまず基本的には海上保安庁と、警察作用の一環でございますので、変わりはございません。
　それから、先生が今御質問されたケースにつきまして申し上げたいと思うのですが、まず先生御指摘のとおり、国
際法上、我が国の領海にあります外国軍艦あるいは外国政府所属の非商業的目的のための船舶は、先生がおっしゃる
とおり、我が国の管轄権は及びません。これらの船舶が我が国の領海を通航するに際しまして、我が国の法令を仮に
遵守しない場合、あるいは遵守要求に従わない場合でございましても、我が国といたしましては領海外への退去を求
め得るだけである、そのように解釈はしているところでございます。
　ただし、先生おっしゃいました、武装の可能性がある不審船が、自分たちは政府の公船だと主張したといたしまし
ても、例えばその外観ですとか、あるいは行動の特徴などから、今申し上げましたような免除を享有すべき正当な、
外国政府所属の非商業的目的のための船舶とは明らかに認められない場合ですとか、あるいは、当該不審船が外国の
公船か否かにつきまして、当該国に私ども日本政府として問い合わせても、その確認ができなかったといったような
場合につきましては、停船を求めて立入検査を行うことですとか、あるいはこれに従わない場合に、武器の使用を含
めて必要な措置を行うことは可能である、そのように考えております。

○前原委員
　今の御答弁で一つ気になったのは、公船と主張した場合、相手国に確認をする、こういう話でありましたけれど
も、例えばの話ですけれども、北朝鮮に確認をした場合、北朝鮮船籍の公船であると主張して北朝鮮に確認をした場
合、ナシのつぶてだった。そして、ナシのつぶてで対処した場合に、後で、北朝鮮の公船に何ということをするん
だ、こういう話もあり得なくはないですね、可能性としては。そういった場合とかを考えると、今の法令として十分
なのかどうか、これが一つの質問したいポイントです。
　もう一つは、国際法上はそれ以上、法令をつくりたくても無理なのかどうなのか、その点について御答弁いただけ
ますか。

○北原政府参考人　私どもといたしましては、現在の法令のもとで、でき得る限りの努力をしていかなければいけな
い、また、そのためにも常日ごろからの、政府全体といたしましての情報収集等の努力、横の連携等に努力していか
なければならない、そのように考えております。

○前原委員　質問でありますし、防衛庁長官にお答えをいただきたいと思うのです。
　事工作船の問題になったときには、対外的にもかなり、後で問題になってくる。つまりは、公船と主張して、例え
ば北朝鮮に確認をして、北朝鮮がナシのつぶて、そして日本が対処したときには、日本は国際法違反を行うというこ
とを言ってくる可能性はあるわけですね。そういう場合にも、国際法上はもう全く無理なのか、あるいは国際法上、
日本の法律が不整備なだけで、法律を整備すれば対処できるのか、その点について私は質問しているわけです。
　ですから、その是非を含めて、できるのかできないのか、無理なのか無理でないのか、その点、もし防衛庁長官、
あるいは運用局長、官房長、どちらでも結構ですけれども、その事実確認をちょっとしたいだけなのです。

○中谷国務大臣
　不審船という言葉がありますけれども、これは不審な場合の船でありまして、この場合にはやはり事実確認という
ものが必要であるというふうに思います。
　情報収集や事実確認をして、明らかに第三国の、我が国を侵略する目的を持って入ってくる船舶等につきまして
は、その事実を確認し、しかるべき対処が可能であるというふうに思っておりますが、海上警備行動の発令の要件
に、海上における人命もしくは財産の保護または治安の維持のため特別な必要があるという場合にはこれの発令をい
たしまして、この法律に定められた様式での対処が可能でありますので、よくこの事実を確認するという行為が非常
に大事ではないかというふうに思っております。
　　　　〔末松委員長代理退席、委員長着席〕



○柳澤政府参考人
　まず先ほどの、外国公船を主張している相手には国際法上、手が出せないのか、あるいは国内法を直せば何らかの
対応ができるのかという点について申し上げれば、国際法上、先ほど運用局長から申し上げました、主権国の管轄に
属さない、免除を享有すべき軍艦や外国の公船というのは、やはりこれに対しては我が国の主権に基づく各種の統制
はできないということで、これは、退去を命じるという以上のことは国際法上、不可能であろうと思います。
　ただ、それが、外国公船を主張しながらもあえて不法行為をしてくる、あるいは今大臣から申し上げましたよう
な、現実に我が国の国民の生命財産に、あるいは秩序に危害を及ぼすような、そういう行動をとっている場合に、こ
れは、国際条約に基づく政府公船としての免除を享有するかどうかとはまた別の問題としての対応がおのずから出て
くると思いますし、そこは状況によりまして、あるいは武力攻撃というような認定をすべきケースであるのか、ある
いは治安事態として対応すべきケースであるのか、そこは状況によりさまざまであると思いますが、第一義的に申し
上げれば、外国政府公船が外国政府公船として、その免除を享有すべきような形態でいる限りは、国際法的にもまた
国内法的にも、それ以上の措置はとれないというふうに考えるべきであると思います。

○前原委員
　いろいろな状況を想定して、漏れのないような対応をとっていただきたいという意味で今の質問をいたしました。
　したがいまして、相手国がどういうスタンスで来ても、いろいろなシミュレーションをした上で、日本の安全保
障、治安上問題のないような対応というものをしっかりととっていただきたいということを改めて要望しておきたい
と思います。
　関連して、今度は排他的経済水域においてでありますが、先般の奄美大島沖の不審船事案、工作船事案というの
は、漁業法違反ということが主な認定のよりどころであったわけでありますが、漁業法違反の認定が難しい場合、こ
ういった場合はどのような法的根拠で取り締まりをするんですか。その点についてお答えをいただきたいと思いま
す。

○中谷国務大臣
　この場合も、いろいろな状況がございますけれども、海上警備行動は、海上における人命もしくは財産の保護また
は治安の維持のため特別の必要がある場合には、自衛隊の部隊に対して命ぜられるものでありまして、海上警備行動
が行われる地理的範囲は、我が国領海のみならず、我が国の排他的経済水域あるいは公海にも及び得るものでありま
す。
　このため、海上における人命もしくは財産の保護または治安の維持のための特別の必要があるとの要件に該当する
場合、例えば我が国の船舶がＥＥＺにおいて武装した不審船から攻撃を受け、人命が危険にさらされており、海上保
安庁ではかかる侵害を排除し得ないような場合には、海上警備行動を発令してかかる事態に対処することはあり得る
ものだというふうに考えております。

○前原委員
　人命に危害が及ぶという場合においてはおっしゃるような、対処することは可能だと思うんですが、しかし、そう
でない場合、例えば覚せい剤を運んでいるとか工作活動を行っているとかいう場合においては、どういう法的根拠で
取り締まりができるんですか、漁業法違反でなければ。

○中谷国務大臣
　これの取り締まり等につきましてでございますけれども、自衛隊が可能なケースとしては、人命に加えて財産の保
護または治安の維持のため特別の必要がある場合等がございます。

○前原委員
　財産の保護は別にして、治安の維持のため必要がある場合というのはどういう法律なんですか。また、排他的経済
水域においてはそれは可能なんですか、できるんですか。

○北原政府参考人
　まず自衛隊の行動でございますけれども、先生御承知のように、例えば、排他的経済水域内で取り締まり等は第一
義的には海保が行います。海保が根拠とする関係法令に基づきまして海保が行動いたしまして、それが海保だけでは
対応できないといった事態が生起いたしました場合に、先ほど大臣が御答弁申し上げました海上警備行動で自衛隊は
これに対しまして必要な行動に当たる、そういった枠組みになっているところでございます。

○前原委員
　いや、取り締まる根拠法令は漁業法違反でなければ何があるんだ、そういう質問をしているわけです。

○北原政府参考人
　先生が今ここでいろいろ御指摘、問題提起をされているようなものにつきましては、現在は漁業法でございます。

○前原委員
　つまりは、それ以外にないということなんですね。
　また同じような質問をします。
　漁業法以外に、国際海洋法条約の私の知識でいえば、排他的経済水域においては、地下資源の問題とか漁業資源の
問題以外はかなりオープン、フリーなはずなんですね、排他的経済水域というのは。ですから、漁業法とか、勝手に
地下埋蔵物を掘削するとか、そういうこと以外、仮に工作船、不審船と認定された場合も法的根拠はつくれないはず
だと思うんですよ。そういう認識でいいんですか、悪いんですか。それをまずお答えください。



○北原政府参考人
　先生おっしゃいましたように、海洋法に関する国際連合条約、国際海洋法条約上は、ＥＥＺにつきましては、天然
資源の探査、開発あるいは保存及び管理のための主権的権利云々ということに限られておりますので、ＥＥＺにおき
ましては、先生が今おっしゃったとおりでございます。

○前原委員
　となると、シミュレーションですよ、シミュレーションで、一緒に日本の安全保障について考えていきたいという
思いで申し上げているんですが、漁船の格好をして来たから、偽装漁船の格好をして来たから、漁業法違反で法的根
拠を持って前回は取り締まることができた。しかし、漁船の格好をしていずに、例えば、アメリカからそういう情報
が入った、あるいは自衛隊みずからがそういう情報を得た、そして取り締まりたいけれどもという場合は、どういう
法的根拠でやるんですか。漁船のような格好をしていない場合、漁業法違反でないわけでしょう。どういう法的根拠
で取り締まりを行うんですか、あるいは行えるんですか。

○中谷国務大臣
　警察権とこういった国防的な話がありますけれども、警察権に基づいては海上保安庁が担当しておりますが、国内
法の違反に対する取り締まりということで、先ほど御指摘のあった麻薬の取引について、経済水域というか公海上で
行われた場合には、該当できる点においては海上保安庁が取り締まり可能だというふうに思っております。
　防衛庁のケースにおきますと、あくまでも国防上の観点で、海上における人命もしくは財産の保護または治安維持
のための特別の必要がある場合ということで事実を確認して、対処は可能ではないかというふうに思っております。

○前原委員
　いや、ちょっと質問がずれていると思うんですね。
　海上警備行動が発令されても、基本的には、海上警備行動というのは警察権なんですね。ですから、警察法の職務
執行法の準用が適用されているわけです、基本的に。一部例外はありますけれども。ということは、海上警備行動が
発令されたからすぐに国防作用だということにならないわけです。つまりは、防衛出動以外は、基本的には警察権の
延長線上でしか対処ができないわけですね。
　そこで、申し上げているのは、海上保安庁であれ、防衛庁であれ、漁業法違反でなかった場合に、そういうものが
工作船として、情報として入った場合、取り締まれるかどうかということを聞いているわけです。

○北原政府参考人
　お答え申し上げます。
　いろいろのシミュレーション等を考えていかなければいけないんですが、基本といたしましては、我が国の国内法
に該当する、あるいは国内法に違反するといった事態でない限り、取り締まり等は難しい。つまり、我が国に所要の
国内法がない限りは、今現在、ＥＥＺで関係してまいりますのは漁業法でございまして、それ以外は現在存在してお
りませんので、いろいろシミュレーションで御指摘の点につきまして、国内法違反がない限りは取り締まることはで
きない、そういうことでございます。

○前原委員
　今お答えになったところは、私は正直なところだと思うんですね。もちろん、いろいろな可能性にひっかけて初期
の段階でしっかりと取り締まっていただくということ、また毅然とした対処をしていただくということは必要だとは
思います。
　大臣、御答弁いただきたいんですが、例えばスパイ防止法ということもあり、例えば国連海洋法条約の中に無害通
航でない通航というのが幾つかの例がありますけれども、日本の国内法令では、国連海洋法条約で無害通航じゃない
から取り締まることができると言われるものについても、二つか三つぐらいその国内法令が欠如しているはずなんで
す。その一つが、今北原さんがおっしゃったような違法行為。それで、私が申し上げたようなスパイ防止法。つまり
は、不法な情報収集活動というものを行っているということになれば、漁業法違反という何か靴の上から足をかくよ
うな法律じゃなくて、直接的に取り締まることができるわけです。
　スパイ防止法については、いろいろな今まで議論の経過があったということは私も承知をしていますけれども、安
全保障上あるいは治安上極めて重要であり、また国連海洋法条約でも無害通航でないというものについて法整備が可
能である、あるいは法整備が期待されているものについても穴があるわけで、それについては外務省と一緒に、やは
りその部分については法整備をしていくということが必要だと思うのでありますが、防衛庁長官の御見解、決意を聞
かせていただきたいと思います。

○中谷国務大臣
　御指摘の点につきましては、海洋法条約等を勘案いたしまして、可能な点において、我が国にとって重要な問題で
あるならば、整備するかしないかも含めまして、政府全体として検討すべき事項だというふうに思っております。

○前原委員
　少なくとも、私が先ほど申し上げましたように、国連海洋法条約で無害通航ではないという規定があるのに、その
無害通航でないものを取り締まれない、そういう国内法制が整備されていないということが幾つもあるということ
は、これは私は極めてゆゆしき問題だと思いますので、ぜひ、一過性の問題として扱うことなく、極めて重要な、ま
た今日本にある危機の管理としては重要なポイントだと思いますので、御答弁されたように、ぜひ法整備を含めて御
検討いただきたいと思います。
　最後に、時間も迫ってまいりまして、対領空侵犯措置について少し質問させていただきたいと思います。



　私の最も根本的な問題意識は二つです。一つは、八十四条には必要な措置を講ずることができると言っているの
に、内規では相変わらず警職法の準用ということで、警察権の延長線上になっているということであります。これ
は、海と空とはかなり違う労働環境と言ったらいいのか、あるいはミッションを与えられている航空自衛隊にとって
は、内規で、警職法準用で縛るということについて、私は極めて問題ではないかと思っていますが、果たしてそれで
いいのかどうかという点が一つ。
　もう一つは、対領空侵犯措置というのは、相手側が領域内に入ってこないといわゆる対処ができない、またそうい
うことをするスタートとしてできないということを私は聞いておりますが、かなりのスピードでありまして、領域内
に入ってきてからしか必要な対処ができないということでは、私は十分なミッションが果たせないんではないかとい
うふうに思います。
　この二つについて問題意識を私持っておりますが、その点、改善する必要性があると思っておられるかどうか、御
答弁いただきたいと思います。

○中谷国務大臣
　その点の御指摘につきましても、私も同じ認識を有しております。
　航空機の運航等につきましては、一秒間に数百メートル移動するわけでありまして、瞬時瞬時の対応というものは
隊員の生命や我が国の国民の人命等にも大きく影響するわけでありまして、その瞬時に、的確にパイロット等が判断
し得るように今後検討してまいらなければならないというふうに思っております。

○前原委員
　これで終わりますが、一言だけ、簡単に大臣、御答弁ください。
　先ほど私が一番初めに申し上げた、武装工作員等が我が国に侵入する事態に自衛隊が対処する場合の警職法を超え
る武器使用について、大臣御答弁になりました。その一番最後のところで、つまりは、武力行使に当たらない範囲で
武器を使用することは、憲法第九条との関係で問題を生じるものではないと。にもかかわらず、内規で、警職法準用
で縛るということは、全く私はおかしいと思うんですね。
　ですから、このことも踏まえて、今のことをしっかりやっていただきたいというふうに思います。御答弁されたの
で、要望して、私の質問を終わります。

○北原政府参考人
　済みません、一点。
　先ほど前原先生、対領空侵犯措置につきまして、私どもの内訓といいますか、これがいわゆる警職法を準用してい
るという言い方をされたかと思うのでありますが、これは私ども準用をしているわけではございません。
　先生御指摘の隊法の八十四条、これは先生御指摘のように、必要な措置として武器を使用できるというように考え
ておりますが、その場合の判断基準と考えているものでございます。あくまでも判断基準として考えているものでご
ざいまして、すなわち言いかえれば、警職法七条のいわゆる正当防衛、緊急避難というのは、これによっていわば違
法性阻却要件的な定めになっているわけでございますけれども、私どもといたしましては、準用ではなくて、こうし
た正当防衛あるいは緊急避難の場合につきましては、いわゆる法令に基づく正当な行為としてこれが実施できるんだ
ということで、考え方としてこれを援用しているといいますか、そういうふうに考えております。
　だから、準用で違法性が阻却されるんだという考え方はとっておりません。正当な行為として行えるんだという一
つの判断基準として考えております。以上です。
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